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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
割
賦
販
売
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
施
行
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
訪
問
販
売
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
継
続
的
役
務
提
供
の
期
間
及
び
金
額
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、

別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
万
円

と
す
る
。

（
特
定
継
続
的
役
務
）

第
十
二
条

法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
特
定
継
続
的
役
務
は
、
別
表
第
五

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
役
務
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
十
三
条

法
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
万
円

と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
）

第
十
四
条

法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
本
文
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
は

、
別
表
第
六
に
掲
げ
る
商
品
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
の
九
第
二
項
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
関
連
商
品
は
、

別
表
第
六
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
関
連
商
品
と
す
る
。

（
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
十
五
条

法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
第
一
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、

別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
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（
法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
）

第
十
六
条

法
第
十
七
条
の
十
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
別

表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
ご
と
に
同
表
の
第
四
欄
に

掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
）

（
報
告
の
徴
収
）

第
十
七
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
販
売
業

第
十
一
条

法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
販
売
業

者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者

者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者

（
統
括
者
又
は
勧
誘
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
に

（
統
括
者
又
は
勧
誘
者
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

事
項
と
す
る
。

販
売
業
者

一

当
該
販
売
業
者
が
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販

販
売
業
者

一

当
該
販
売
業
者
が
訪
問
販
売
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に

売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
特
定
権
利
販
売
契
約
の
締
結

係
る
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る

に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る
事
項

事
項

二

当
該
販
売
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若

二

当
該
販
売
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
若

し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
又

し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
又

は
当
該
販
売
業
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
売
買
契
約
若
し
く

は
当
該
販
売
業
者
が
行
う
こ
れ
ら
の
売
買
契
約
の
締
結

は
特
定
権
利
販
売
契
約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約

に
関
す
る
事
項

の
締
結
に
関
す
る
事
項

三

当
該
販
売
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売

三

当
該
販
売
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通
信
販
売

又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
内
容
及
び
そ

若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
又
は
特
定

の
履
行
に
関
す
る
事
項

権
利
販
売
契
約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
内
容

四

当
該
販
売
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話

及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当

四

当
該
販
売
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話

該
販
売
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧

勧
誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
又
は
当

誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

該
販
売
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話
勧

五

当
該
販
売
業
者
が
行
う
通
信
販
売
に
つ
い
て
の
広
告

誘
販
売
に
係
る
売
買
契
約
若
し
く
は
特
定
権
利
販
売
契

に
関
す
る
事
項

約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事

項
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五

当
該
販
売
業
者
が
行
う
通
信
販
売
又
は
特
定
継
続
的

役
務
の
提
供
を
受
け
る
権
利
の
販
売
に
つ
い
て
の
広
告

に
関
す
る
事
項

六

当
該
販
売
業
者
が
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
前

払
取
引
を
行
う
場
合
に
行
う
そ
の
業
務
及
び
財
産
の
状

況
を
記
載
し
た
書
類
の
備
付
け
、
閲
覧
及
び
謄
本
又
は

抄
本
の
交
付
に
関
す
る
事
項

役
務
提
供

一

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
訪
問
販
売
若
し
く
は
電
話

役
務
提
供

一

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
訪
問
販
売
又
は
電
話
勧
誘

事
業
者

勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
又
は
特
定
継
続
的
役

事
業
者

販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
行
う
勧

務
提
供
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
行
う
勧
誘
に
関
す
る
事

誘
に
関
す
る
事
項

項

二

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信

二

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
る
訪
問
販
売
、
通
信

販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約

販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約

の
申
込
み
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
こ
れ
ら

の
申
込
み
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
こ
れ
ら

の
役
務
提
供
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事
項

の
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契

三

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通

約
若
し
く
は
関
連
商
品
販
売
契
約
の
締
結
に
関
す
る
事

信
販
売
又
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の

項

内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

三

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
締
結
す
る
訪
問
販
売
、
通

四

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く

信
販
売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契

は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
の

約
又
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
関
連
商

撤
回
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
販

品
販
売
契
約
の
内
容
及
び
そ
の
履
行
に
関
す
る
事
項

売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の

四

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
受
け
た
訪
問
販
売
若
し
く

解
除
に
関
す
る
事
項

は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
の
申
込
み
の

五

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
通
信
販
売
に
つ
い
て

撤
回
又
は
当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
締
結
し
た
訪
問
販

の
広
告
に
関
す
る
事
項

売
若
し
く
は
電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
役
務
提
供
契
約
若

し
く
は
特
定
継
続
的
役
務
提
供
契
約
若
し
く
は
関
連
商

品
販
売
契
約
の
解
除
に
関
す
る
事
項

五

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
行
う
通
信
販
売
又
は
特
定

継
続
的
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
の
広
告
に
関
す
る
事
項

六

当
該
役
務
提
供
事
業
者
が
特
定
継
続
的
役
務
提
供
に
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係
る
前
払
取
引
を
行
う
場
合
に
行
う
そ
の
業
務
及
び
財

産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類
の
備
付
け
、
閲
覧
及
び
謄

本
又
は
抄
本
の
交
付
に
関
す
る
事
項

統
括
者

一
～
七
（
略
）

統
括
者

一
～
七
（
略
）

勧
誘
者

一
～
五
（
略
）

勧
誘
者

一
～
五
（
略
）

連
鎖
販
売

一
～
四
（
略
）

連
鎖
販
売

一
～
四
（
略
）

業
を
行
う

業
を
行
う

者

者

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
十
八
条

法
第
五
条
の
三
、
第
五
条
の
四
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第

第
十
二
条

法
第
五
条
の
三
、
第
五
条
の
四
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の

十
七
条
の
七
及
び
第
十
七
条
の
八
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
並

規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
並
び
に
そ
の
権
限
に
係
る
法
第
二
十
条

び
に
そ
の
権
限
に
係
る
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
並
び
に
訪
問
販
売
に
係

大
臣
の
権
限
並
び
に
訪
問
販
売
に
係
る
取
引
、
連
鎖
販
売
取
引
及
び
特
定

る
取
引
及
び
連
鎖
販
売
取
引
に
関
す
る
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

継
続
的
役
務
提
供
に
係
る
取
引
に
関
す
る
法
第
十
八
条
の
二
の
規
定
に
基

く
主
務
大
臣
の
権
限
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業
者

づ
く
主
務
大
臣
の
権
限
で
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
販
売
業

、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者
の

者
、
役
務
提
供
事
業
者
、
統
括
者
、
勧
誘
者
又
は
連
鎖
販
売
業
を
行
う
者

業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

の
業
務
に
係
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し

主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

、
主
務
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

別
表
第
一(

第
三
条
関
係)

別
表
第
一(

第
三
条
関
係)

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

太
陽
光
発
電
装
置

十

（
略
）

九

（
略
）

十
一

（
略
）

十

（
略
）

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）

十
三

（
略
）

十
二

（
略
）

十
四

（
略
）

十
三

（
略
）

十
五

（
略
）

十
四

（
略
）

十
六

（
略
）

十
五

（
略
）

十
七

（
略
）

十
六

（
略
）
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十
八

（
略
）

十
七

（
略
）

十
九

（
略
）

十
八

（
略
）

二
十

（
略
）

十
九

（
略
）

二
十
一

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ

二
十

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気

ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
、
照
明
器
具

冷
房
機
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
、
照
明
器
具
、
漏
電
遮
断
器

、
漏
電
遮
断
器
及
び
電
圧
調
整
器

及
び
電
圧
調
整
器

二
十
二

（
略
）

二
十
一

（
略
）

二
十
三

（
略
）

二
十
二

（
略
）

二
十
四

（
略
）

二
十
三

（
略
）

二
十
五

（
略
）

二
十
四

（
略
）

二
十
六

（
略
）

二
十
五

（
略
）

二
十
七

（
略
）

二
十
六

（
略
）

二
十
八

（
略
）

二
十
七

（
略
）

二
十
九

（
略
）

二
十
八

（
略
）

三
十

（
略
）

二
十
九

（
略
）

三
十
一

（
略
）

三
十

（
略
）

三
十
二

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤

(
医
薬
品
を
除
く
。)

三
十
一

防
虫
剤
、
殺
虫
剤
、
防
臭
剤
及
び
脱
臭
剤

(

医
薬
品
を
除
く
。)

並
び
に
か
び
防
止
剤
及
び
防
湿
剤

三
十
三

（
略
）

三
十
二

（
略
）

三
十
四

（
略
）

三
十
三

（
略
）

三
十
五

（
略
）

三
十
四

（
略
）

三
十
六

（
略
）

三
十
五

（
略
）

三
十
七

（
略
）

三
十
六

（
略
）

三
十
八

（
略
）

三
十
七

（
略
）

三
十
九

（
略
）

三
十
八

（
略
）

四
十

（
略
）

三
十
九

（
略
）

四
十
一

融
雪
機
そ
の
他
の
家
庭
用
の
融
雪
設
備

四
十
二

（
略
）

四
十

（
略
）

四
十
三

（
略
）

四
十
一

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
二

（
略
）

四
十
五

（
略
）

四
十
三

（
略
）
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四
十
六

（
略
）

四
十
四

（
略
）

四
十
七

（
略
）

四
十
五

（
略
）

四
十
八

（
略
）

四
十
六

（
略
）

四
十
九

（
略
）

四
十
七

（
略
）

五
十

（
略
）

四
十
八

（
略
）

五
十
一

（
略
）

四
十
九

（
略
）

五
十
二

（
略
）

五
十

（
略
）

五
十
三

（
略
）

五
十
一

（
略
）

五
十
四

（
略
）

五
十
二

（
略
）

五
十
五

（
略
）

五
十
三

（
略
）

別
表
第
三(

第
三
条
関
係)

別
表
第
三(

第
三
条
関
係)

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
物
品
の
貸
与

二

次
に
掲
げ
る
物
品
の
貸
与

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

ホ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ
ア

ホ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
及
び
電
圧
調

冷
房
機
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
及
び
電
圧
調
整
器

整
器

へ
～
ヲ

（
略
）

へ
～
ヲ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

住
居
又
は
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
、
換
気
扇
、
床
敷
物
、
布
団
、

四

住
居
又
は
換
気
扇
、
床
敷
物
、
太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置
、
ふ
ろ
が

太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置
、
ふ
ろ
が
ま
若
し
く
は
浴
槽
の
清
掃

ま
若
し
く
は
浴
槽
の
清
掃

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八

次
に
掲
げ
る
物
品
の
取
付
け
又
は
設
置

八

次
に
掲
げ
る
物
品
の
取
付
け
又
は
設
置

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

太
陽
光
発
電
装
置

ハ

（
略
）

ロ

（
略
）

ニ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
エ
ア

ハ

ラ
ジ
オ
受
信
機
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
、
電
気
冷
蔵
庫
、
電
気

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
及
び
電
圧
調

冷
房
機
そ
の
他
の
家
庭
用
電
気
機
械
器
具
及
び
電
圧
調
整
器

整
器

ホ

（
略
）

ニ

（
略
）
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ヘ

（
略
）

ホ

（
略
）

ト

（
略
）

ヘ

（
略
）

チ

融
雪
機
そ
の
他
の
家
庭
用
の
融
雪
設
備

九

（
略
）

九

（
略
）

十

映
画
を
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
。

十
一

家
屋
、
門
若
し
く
は
塀
又
は
太
陽
光
発
電
装
置
、
家
庭
用
ミ
シ
ン

十

家
屋
、
門
若
し
く
は
塀
又
は
家
庭
用
ミ
シ
ン
、
換
気
扇
若
し
く
は
布

、
換
気
扇
、
履
物
、
畳
、
布
団
若
し
く
は
太
陽
熱
利
用
冷
温
熱
装
置
の

団
の
修
繕
又
は
改
良

修
繕
又
は
改
良

十
二

（
略
）

十
一

（
略
）

十
三

（
略
）

十
二

（
略
）

十
四

（
略
）

十
三

（
略
）

十
五

（
略
）

十
四

（
略
）

別
表
第
五
（
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
関
係
）

特
定
継
続
的
役
務

特
定
継

契
約
の
解
除
に
よ
つ
て

契
約
の
締
結

続
的
役

通
常
生
ず
る
損
害
の
額

及
び
履
行
の

務
提
供

た
め
に
通
常

の
期
間

要
す
る
費
用

の
額

一

人
の
皮
膚
を

一
月

二
万
円
又
は
当
該
特
定

二
万
円

清
潔
に
し
若
し

継
続
的
役
務
提
供
契
約

く
は
美
化
し
、

に
係
る
特
定
継
続
的
役

体
型
を
整
え
、

務
の
対
価
の
総
額
か
ら

又
は
体
重
を
減

提
供
さ
れ
た
特
定
継
続

ず
る
た
め
の
施

的
役
務
の
対
価
に
相
当

術
を
行
う
こ
と

す
る
額
を
控
除
し
た
額

。

（
二
の
項
に
お
い
て
「

契
約
残
額
」
と
い
う
。

）
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
の
い
ず
れ
か
低
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い
額

二

語
学
の
教
授

二
月

五
万
円
又
は
契
約
残
額

一
万
五
千
円

（
学
校
教
育
法

の
百
分
の
二
十
に
相
当

（
昭
和
二
十
二

す
る
額
の
い
ず
れ
か
低

年
法
律
第
二
十

い
額

六
号
）
第
一
条

に
規
定
す
る
学

校
、
同
法
第
八

十
二
条
の
二
に

規
定
す
る
専
修

学
校
若
し
く
は

同
法
第
八
十
三

条
第
一
項
に
規

定
す
る
各
種
学

校
の
入
学
者
を

選
抜
す
る
た
め

の
学
力
試
験
に

備
え
る
た
め
又

は
同
法
第
一
条

に
規
定
す
る
学

校
（
大
学
を
除

く
。
）
に
お
け

る
教
育
の
補
習

の
た
め
の
学
力

の
教
授
に
該
当

す
る
も
の
を
除

く
。
）

三

学
校
教
育
法

二
月

五
万
円
又
は
当
該
特
定

二
万
円

第
一
条
に
規
定

継
続
的
役
務
提
供
契
約

す
る
学
校
（
小

に
お
け
る
一
月
分
の
役
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学
校
及
び
幼
稚

務
の
対
価
に
相
当
す
る

園
を
除
く
。
）

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

、
同
法
第
八
十

二
条
の
二
に
規

定
す
る
専
修
学

校
若
し
く
は
同

法
第
八
十
三
条

第
一
項
に
規
定

す
る
各
種
学
校

の
入
学
者
を
選

抜
す
る
た
め
の

学
力
試
験
（
四

の
項
に
お
い
て

「
入
学
試
験
」

と
い
う
。
）
に

備
え
る
た
め
又

は
学
校
教
育
（

同
法
第
一
条
に

規
定
す
る
学
校

（
大
学
及
び
幼

稚
園
を
除
く
。

）
に
お
け
る
教

育
を
い
う
。
同

項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
補
習

の
た
め
の
学
力

の
教
授
（
同
項

に
規
定
す
る
場

所
以
外
の
場
所

に
お
い
て
提
供

さ
れ
る
も
の
に
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限
る
。
）

四

入
学
試
験
に

二
月

二
万
円
又
は
当
該
特
定

一
万
一
千
円

備
え
る
た
め
又

継
続
的
役
務
提
供
契
約

は
学
校
教
育
の

に
お
け
る
一
月
分
の
役

補
習
の
た
め
の

務
の
対
価
に
相
当
す
る

学
校
教
育
法
第

額
の
い
ず
れ
か
低
い
額

一
条
に
規
定
す

る
学
校
（
大
学

及
び
幼
稚
園
を

除
く
。
）
の
児

童
、
生
徒
又
は

学
生
を
対
象
と

し
た
学
力
の
教

授
（
役
務
提
供

事
業
者
の
事
業

所
そ
の
他
の
役

務
提
供
事
業
者

が
当
該
役
務
提

供
の
た
め
に
用

意
す
る
場
所
に

お
い
て
提
供
さ

れ
る
も
の
に
限

る
。
）

別
表
第
六
（
第
十
四
条
関
係
）

一

別
表
第
五
の
一
の
項
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務
に
あ
つ
て
は
、
次

に
掲
げ
る
商
品

イ

動
物
及
び
植
物
の
加
工
品
（
一
般
の
飲
食
の
用
に
供
さ
れ
な
い
も

の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
人
が
摂
取
す
る
も
の
（
医
薬
品
を
除
く

。
）
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ロ

化
粧
品
、
石
け
ん
（
医
薬
品
を
除
く
。
）
及
び
浴
用
剤

ハ

下
着

ニ

電
気
に
よ
る
刺
激
又
は
電
磁
波
若
し
く
は
超
音
波
を
用
い
て
人
の

皮
膚
を
清
潔
に
し
又
は
美
化
す
る
器
具
又
は
装
置

二

別
表
第
五
の
二
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
継
続
的
役
務

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
品

イ

書
籍

ロ

磁
気
的
方
法
又
は
光
学
的
方
法
に
よ
り
音
、
影
像
又
は
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
記
録
し
た
物

ハ

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
及
び
テ
レ
ビ
電
話
装
置


